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百人町学童クラブ業務要求水準書 

 

百人町学童クラブ業務要求水準書（以下「業務要求水準書」という。）は、業務委託に当たり、各事業

の業務水準を示すと共に、サービスの拡充、向上を図るために必要な事項を明示する。 

 

Ⅰ 基本的な考え方 

 事業運営を行うにあたり、次に掲げる項目に基づき実施すること。 

１ 新宿区の業務委託を効果的かつ適切に実施するために、新宿区学童クラブ条例（平成 12 年条例

第 31号）、同施行規則（平成 12年規則第 105号）、新宿区放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成 26 年条例第 30 号）、関係要綱、要領及びマニュアル等に基づき

業務を行うこと。 

２ 特定の個人、団体及びグループに対して、有利又は不利になるような取扱いをしないように平等

な利用を確保すること。 

３ 効率的かつ効果的な管理運営に努めること。 

４ 個人情報の保護を徹底すること。 

５ 地域住民や利用する児童、保護者の意見、要望を事業運営に反映させること。 

６ 従事職員の労働環境に十分配慮すること。 

 

Ⅱ 業務委託の範囲 

 １ 学童クラブ事業 

新宿区学童クラブ条例（平成 12年条例第 31号）に基づく健全育成事業 

新宿区学童クラブ指導要領(平成 10年 4月 1日付け課長決定)に基づき事業を実施する。 

（１） 登録児童の遊びと生活の個別指導や集団指導 

ア 出欠、登下館時間、お迎えの有無の確認 

イ 連絡帳の確認と家庭への連絡事項の記述 

ウ 児童の健康状態の把握 

エ 遊びや生活についての指導 

オ おやつの準備及びおやつ指導 

カ おやつメニュー表の作成及び保護者への配布 

キ 館外活動への引率 

ク 保護者からの要請により外出する児童の行き先、戻り時間等の確認 

ケ 宿題の有無の確認と言葉かけ等による学習環境の整備 

コ 居室環境の整備 

サ 学童クラブだよりの作成・配布 

（２） 学童クラブ利用に関する事務 

ア 学童クラブの利用説明 

イ 学童クラブの利用申請受付・面接（審査及び利用承認は区が行う） 

ウ 変更届、休止届、利用辞退、延長利用、児童台帳等の経由事務 
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エ 災害及び不審者等の防災・防犯・安全に関する保護者への緊急連絡 

オ 個人面談、保護者会、利用説明会の開催 

カ 配付物や行事計画書等を作成・保管及び必要に応じた区への提出 

キ 利用状況報告 

ク 延長利用実績報告 

ケ 業務日誌の作成 

コ 職員シフト表の作成 

サ 入退室管理システムに関する事務 

シ 上記以外の児童指導業務を実施する上で必要な事務 

（３） 学童クラブ事業実施における留意点 

ア 児童の登下館について 

・ 連絡帳に必ず目を通し、他職員にも家庭からの連絡事項の周知を徹底する。 

・ 連絡帳へは、必要に応じ児童の様子の記載や、保護者への連絡事項を記入する。 

・ 出席後、外出し、戻ってくる「中抜け」については、塾・習い事・児童館行事に限り、

保護者による事前申請があった場合に対応する。 

・ 登下館の予定時間、お迎えの有無、又は誰が迎えに来るか等を事前に把握する。 

・ 下館時間、迎えに来る人の変更等は、必ず入退室管理システム・連絡帳・電話・ファッ

クス等で、保護者から直接学童クラブ職員に連絡を入れてもらう。 

・ 学童クラブ対応マニュアルを作成し、児童の所在の把握と確認を担当職員以外にも周知

すると共に、保護者の問い合わせに返答ができるようにする。 

・ 児童の問題行動を把握し、必要に応じて学校、子ども家庭支援センター等と連携を図る。 

イ 児童の受入れ準備と遊び・生活・行事について 

・ 学童クラブ室の清掃を日々行う。 

・ 棚等の落下・転倒防止対策を行う。 

・ それぞれの遊びや生活が落ち着いて出来るよう、環境作りを行う。 

・ 児童の生活を十分考慮し、デイリープログラムを組む。 

・ 宿題（学習）等を行う時間や場所を確保し、言葉がけに努める。 

・ 児童が遊びに夢中になりすぎ、遊び方や児童同士の接し方が乱暴になったりすることが

ある。安全には十分に注意し、児童の心理状態を的確に捉え、専門職として、冷静沈着

な見通しを持った指導をする。 

・ 玩具及び遊具は、発達や年齢に沿ったものを考慮し、各種提供する。破損の修理、補充

や廃棄を適宜行う。 

・ 館外活動等も取り入れ、児童の社会性の育成や精神的な安定を図る。 

・ 身体的発達、運動能力の発達に留意した遊びを取り入れる。 

・ 児童や保護者の要望も取り入れながら、遊びや生活にメリハリが付くよう、工夫を凝ら

す。 

・ 長期学校休業中は、長時間の学童クラブ生活に配慮し、昼食作りや遠足等を行う等、こ

の期間ならではの生活が過ごせるよう考慮する。 

・ 体調がすぐれない児童には、検温を行い、学校での様子を聞き、静かな空間を用意し身
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体を休ませる環境を準備する。また、必要に応じて、保護者に連絡し、対処を相談する。 

・ 月々の誕生会や館外活動を含む行事等を実施すると共に、児童館、児童コーナーの活動

にも参加できるよう考慮する。 

・ 放課後子どもひろばの活動に月に 1回以上参加する。 

ウ おやつについて 

・ 予算、児童の要望、種類、内容のバランスを考慮し提供する。食物アレルギーを持つ児

童については、保護者と事前に協議し可能なことについては配慮する。 

・ 賞味期限、保存期限に気をつけ、品質等は最低限現行を維持する。 

・ 衛生面に十分気をつけること。学童クラブの台所は保健所の許可がない調理設備であり、

食品調理の資格が無い職員による手作りおやつは行えない。ただし、児童と一緒におや

つを作る料理教室は衛生管理に十分注意しながら実施は可能である。 

・ 社会情報をチェックし、食品混合物に対し十分に注意を払い管理する。 

エ 特別に配慮が必要な児童について 

・ 特別に配慮が必要な児童は、環境の変化への適応が難しい場合がある。そのため、保護

者、学校等との連携を密接にし、同じような指導方針のもとで対応する。 

・ 学校公開、運動会等の行事に参加し、日常の児童の様子を見ることで、指導の参考とす

る。 

・ 年 2 回程度、保護者の同意のもと専門講師等に指導を依頼し、職員の対応方法等の参考

とする。 

オ 児童館・児童コーナーの利用について 

・ 学童クラブ児童が児童館・児童コーナー（行事や活動も含む）を利用する際は、常勤職

員等、日常の児童の様子を把握している職員が引率する。なお行事や活動に学童クラブ

児童が参加できるようなデイリープログラムにする。 

・ 状況により、行事準備等で児童館・児童コーナーが利用できない場合もあることに留意

する。 

カ 保護者との連携について 

・ 保護者会や個人面談を定期的又は必要に応じて行う。また、保護者会には資料を作成し、

配付する。 

・ 事故や緊急時の対処については、年度当初の保護者会にて説明し承諾を得る。 

・ 日々の様子のやりとりや連絡は、連絡帳の活用や、お迎えの時等に声を掛け、情報の共

有を図る。 

・ 学童クラブ父母会がある場合は、保護者の要望を聞いたり、学童クラブとしての実情を

説明したりする等、相互理解に努める。 

・ 保護者等から職員の待遇や雇用状況等労働環境への疑義が出された場合は誠実に対応す

る。 

キ 区・学校・関連機関との連携について 

・ 子ども総合センター、子ども家庭支援センター、児童館及び学校等の関連機関との連絡、

連携に協力する。 

・ 新宿区子ども家庭・若者サポートネットワーク（要保護児童対策地域協議会）への参加
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登録を行い、要請があれば会議に出席する。 

・ 学童クラブだけでは対応困難な児童や家庭は、速やかに関係機関につなげる等、問題の

抱え込みをしない。 

・ 子ども家庭支援センター等が主催するケース会議の招集があった場合は、会議に出席し、

要保護児童・家庭への今後の方向性に沿った対処をする。 

・ 巡回担当区職員が、定期的又は随時に巡回する際、調整や協議できるものとする。 

・ 災害時に備えて防災又は避難訓練等に協力する。 

・ 災害時等において区と連携を図る。 

ク 学童クラブ事業事務について 

・ 毎月の児童の出欠席状況を把握し、必要に応じて区に報告をする。 

・ 学童クラブだより、おやつメニュー表等の配付物や、必要に応じたポスター・掲示物を

作成する。 

・ 学童クラブだより等配付物で、児童の個人情報（名前・住所・生年月日等）を掲載する

場合は、必ず事前に保護者から同意書で同意を得る。 

・ 各種申請・変更届・延長利用報告等について、保護者から連絡を受けた場合は、その書

類の配付や受け取り等の経由事務を速やかに行う。なお、承認等の事務処理は区が行う。 

報告書類は、毎月 15 日までに提出する。 

ケ 長期休業期間中のお弁当配送サービスについて 

・ お弁当配送サービスを利用して児童の保護者が注文したお弁当について、学童クラブ 

へ配送された際に受取りを行う。 

・ 注文した保護者の児童氏名が分かる一覧表をもとに、受取ったお弁当を児童に配付す 

る。なお、お弁当の種類は 1種類のため、種類別に分ける必要はない。 

・ 食べ終わったお弁当の容器を、回収に来る弁当配送業者に渡す。なお、残菜等も同業 

者が回収する 

 

２ 居室等の衛生管理 

事業実施箇所について、日常清掃業務を行い施設の衛生的な管理に努める。 

具体的な内容については下記のとおりとする。 

（１） 日々、利用状況に合わせ計画的に作業を実施する。 

（２） 各居室の床材等により、最適な清掃機材を用いて作業を行う。 

（３） 日常清掃では処理しがたい汚損及び破損箇所を発見した場合には、直ちに区に連絡する。 

（４） 清掃作業に併せて、施設内で回収したごみについては、産業廃棄物処理業者と契約し、処理

する。 

（５） その他、施設の外観、共用部分についても美観を保つように努める。 

 

３ 防災・防犯・防疫管理業務 

（１） 地震の場合は、区が定めたマニュアル等に従い、利用者の安全を第一として、避難誘導を適

確に行う。 

（２） 火災の場合は、区が定めたマニュアル等に従い、利用者の安全を第一として、避難誘導を適
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確に行う。また、119番通報を行うと共に、初期消火を行う。 

（３） 事故の場合は、区が定めた要領やマニュアル等に従い、応急措置を行い、保護者等への連絡

後、病院へ連れて行くなど適切な措置を行う。また、緊急を要する怪我、病気等の場合は、た

だちに救急車の出動要請を行い病院へ搬送を行うと共に、保護者等への連絡を行う。 

（４） 不審者等が侵入した場合は、区が定めたマニュアル等に従い、学校 110番通報を行うと共に、

利用者の安全を第一として、避難誘導を適確に行う。 

（５） 新型コロナウィルス等感染症が発生した場合に備えマニュアルを作成し、これに従い対応す

る。 

（６） 広域避難場所の確認を行う。 

（７） 非常時の持ち出し品の用意をしておく。 

（８） 緊急事態に対応するための訓練を実施すること。 

（９） その他管理運営上必要な業務を行う。 

 

４ 利用者、地域関係団体等の会議への参加 

児童指導業務上、必要となる会議(運営協議会等)に参加する。 

 

５ 業務報告書・月次報告書の作成 

所定の様式に下記の報告内容を記載すること。 

（１） 利用児童数及び保護者等の来館者数の報告 

（２） 事故等、特記すべき事項の報告 

（３） 1日の業務内容及び上記（２）以外の特記すべき指導内容 

（４） 職員の出勤記録（出張・研修等含む） 

（５） 個人情報保護の取扱いに係る留意事項の確認 

（６） 電子計算機に記録された個人情報の消去に係る証明書 

（７） 人員配置不足の報告 

 

６ 利用実績等の報告 

下記の報告について、所定の書式にて報告する。 

（１） 学童クラブ利用状況報告書 

（２） 各種調査への回答報告 

（３） その他、児童指導業務上、必要となる報告 

 

Ⅲ 職員体制について 

 １ 職員配置について 

  従事職員の継続性、職員の待遇、良好な労働環境の確保、人材育成等を重視し、子どもの安全、

安心な居場所の創造と共に、子どもへの豊かなサービスのできる職員配置とする。 

  また、各業務委託について、区の担当者と調整や協議をおこなう受託事業者の責任者又は主任の

配置を求める。 

  さらに、児童指導業務は常時子どもに接する業務であることから、明朗、快活な指導員の配置を
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求める。 

  

 ２ 配置基準 

（１） 指導員を安定的及び継続的に雇用することとし、原則として年度内は指導員の異動を行わな

いものとする。 

（２） 学童クラブ事業については、学童クラブ指導員として、支援の単位ごとに放課後児童支援員

を 2名以上配置する。 

ただし、その 1名を除き、補助員（放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員

を補助する者をいう。以下同じ。）をもってこれに代えることができる。 

なお、放課後児童支援員及び上記補助員（以下「放課後児童支援員等」という。）は、支援の

単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。 

ア 学童クラブ主任指導員を配置すること。 

  常勤放課後児童支援員等のうち、1 名は学童クラブ主任をおき、学童クラブの現場責任者

としての権限を有し、指導やとりまとめ、新宿区や関連機関との調整を行う。 

イ 学童クラブ副主任を配置すること。 

  常勤放課後児童支援員等のうち、1 名は学童クラブ副主任をおき、学童クラブ主任が不在

時は主任の代行を行う。 

ウ 放課後児童支援員等の配置について 

  登録児童数  40名以内      放課後児童支援員等 2名以上 

         41名から 080名以内 放課後児童支援員等 4名以上 

         81名から 120名以内 放課後児童支援員等 6名以上 

        121名以上      放課後児童支援員等 8名以上 

  なお、上記の放課後児童支援員等の数は、月～金曜日の配置数とし、常勤放課後児童支援

員等を複数名配置する。土曜日及び延長利用時間は、最低 2名以上利用児童数に合った常勤

放課後児童支援員等を含む職員配置数とする。 

  また、特別に配慮が必要な児童（障害児等利用要綱に基づく）の受け入れの場合は、上記

のほかに原則として児童 2名につき放課後児童支援員等 1名以上を加配する。 

  上記を踏まえ、常時、条例等を遵守することができる人員配置とする。  

 

 ３ 職員の資格 

 （１） ア 学童クラブ主任及び副主任指導員には、児童福祉事業に熱意があり、学童クラブ等指導

経験 3年以上を有し、指導経験豊かな者を充てること。 

イ 放課後児童支援員（常勤職員・非常勤職員）の資格基準 

（新宿区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26 年

条例第 30号）第 11条参照） 

下記①～⑩のいずれかに該当する者であって、放課後児童支援員認定資格研修を修了し

たもの。 

① 保育士の資格を有する者 

② 社会福祉士の資格を有する者 
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③ 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和 18 年

勅令第 36号)による中等学校を含む)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第 90条

第 2 項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による 12 年の学

校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した

者を含む)又は文部科学大臣がこれらと同等以上の資格を有すると認定した者(⑨にお

いて「高等学校卒業者等」という)であって、2年以上児童福祉事業に従事した者 

④ 教育職員免許法（昭和 24年法律第 147号）第 4条に規定する免許状を有する者 

⑤ 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正 7年勅令第 388号)による大学を含む)に

おいて、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学(以下この項にお

いて「社会福祉学等」という)を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業し

た者 

⑥ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相

当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第 102条第 2項の規

定により大学院への入学が認められた者 

⑦ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学等を専攻する研究科又はこれら

に相当する課程を修めて卒業した者 

⑧ 外国の大学において、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相当する課程を修め

て卒業した者 

⑨ 高等学校卒業者等であり、かつ、2 年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に

従事した者であって、区長が適当と認めたもの 

⑩ 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、区長が適当と認めたもの 

 （２） その他 

ア 職員に対して、業務に必要な知識、技能及び個人情報の取扱いに関する研修を実施する。

また、必要な場合には、区が主催又は推薦する研修に参加すること。 

イ 職員に対して、児童福祉施設に従事することにより必要となる健康診断等を実施する。 

  

Ⅳ 留意事項 

 １ 個人情報保護および公益通報者保護において留意すべき事項 

（１） 「個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）」を遵守し、従事者に対して必要な

研修等を行うなど適切に対応する。 

（２） 「新宿区公益保護のための通報に関する条例（平成 18年条例第 39号）」を遵守し、業務を行

うにあたり、従事者に対して必要な研修等を行うなど適切に対応する。 

（３） 「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領（平成 28年 2

月 22日付け訓令第 3号）」にある障害者への配慮等の実践に努める。 

 

 ２ 施設において発生した事故への対応に関して留意すべき事項 

  施設において発生した事故への損害賠償等の対応に関して以下のとおり義務を負う。 

（１） 業務委託事業者の責めに帰すべき事由により、区又は第三者に損害を与えた場合には、その

損害を賠償する。 
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（２） 損害賠償責任保険の加入に当たり、保険の内容を区と協議する。 

 

 ３ 各種調査等実施への協力について 

  新宿区ではよりよい事業を推進するために、利用者意見の調査や従事職員の労働環境等の調査を

実施する場合がある。実施に際しては区と協議の上、調査に協力する。 

 

Ⅴ 業務を行うにあたっては、法令を遵守すると共に下記に掲げる条例、施行規則、要綱、

要領及びマニュアル等に従い業務を行うものとする。 

１  新宿区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26年条例第 30号) 

２  新宿区学童クラブ条例(平成 12年条例第 31号) 

３  新宿区学童クラブ条例施行規則(平成 12年規則第 105号) 

４  新宿区学童クラブ条例施行規則施行要綱（平成 26年 11月 10日付け 26新子総運第 1074号） 

５  新宿区学童クラブ指導要領(平成 10年 4月 1日付け課長決定) 

６  新宿区学童クラブ障害児等利用要綱(平成 7年 1月 18日付け 6新福管第 1619号) 

７  新宿区障害児等巡回指導実施要領(平成 19年 4月 23日付け 19新福子子支第 252号) 

８  新宿区立児童館等指導要領(平成 15年 7月 17日付け部長決定) 

９  新宿区立児童館等事故対応要領(平成 13年 3月 30日付け 12新福児第 2783号) 

１０ 新宿区立児童館等安全管理マニュアル－防犯編－（平成 23年 4月 1日付け所長決定) 

 １１ 児童館・子ども家庭支援センター・学童クラブ 防災の手引き(平成 23年 4月 1日付け所長決定） 

１２ 新宿区防犯カメラの設置及び運用に関する要綱（平成 17年 6月 10日付け 17新区危危第 181号） 

１３ 子ども総合センター防犯カメラの設置及び運用に関する実施要領 

(平成 17年 8月 31日付け 17新福子子支第 2738号) 

１４ 新宿区公益保護のための通報に関する条例(平成 18年条例第 39号) 

１５ 新宿区契約における暴力団等排除措置要綱（平成 24年 2月 3日付け 23新総契契第 2218号） 

１６ 新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領 

(平成 28年 2月 22日付け訓令第 3号) 

１７ 新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領の施行に関する要綱 

(平成 28年 2月 22日新福障福第 1263号) 

  １８ 新宿区入退室管理システム運用ガイドライン(令和 5年 2月 16日付け 4新子支運第 1678号) 

１９ 新宿区公契約条例（令和元年条例第 2号） 

 

Ⅵ その他、業務要求水準書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、区と協議を行う。 


